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第３章 河川の整備の実施に関する事項

本章においては、第2章における河川整備計画の目標の実現に向けた具体的に実施する事

項について記述する。

第１節 河川の整備の実施に関する事項

(1) 整備の実施に関する事項

①河川環境の整備と保全に関する事項

河川環境の整備と保全に関しては、まず各河川の利用実態についてその把握に努め、その

結果を計画に反映しながら、以下の整備を進める。

ⅰ水がきれいな川づくり

国･県･市町村の関係機関や住民と連携し、流域全体で河川水質改善の取り組み(大和川

清流ルネッサンスⅡ)を推進する。具体的には、下水道整備の促進、既設河川直接浄化施

設の適切な維持管理、生活雑排水の対策や河川美化の啓発活動、排水の規制、合併処理浄

化槽の設置、状況に応じた底泥の浚渫等の対策等を総合的に進める。

ⅱ多様な生物が生息できる川づくり

各河川の特性を考慮し、多自然川づくりによる瀬や淵の形成、水辺や護岸の緑化、親水

空間の整備、修景整備など必要に応じた工事を実施することにより、河川が持つ機能の多

面性を活かし｢その川らしい川づくり｣を行う。さらに、河川水辺の国勢調査(生物調査)を

定期的に実施するほか、必要に応じて生物のモニタリングを行い、その結果をふまえ、そ

の川らしい生物の生息環境の保全に努める。

具体的な方法としては、工事を実施する区間については、モニタリング等を行いつつ、

生物に配慮した護岸工法を採用する。とくに縦断的な環境の連続性を保持するため落差工

の設置箇所を必要最小限とし、やむを得ず設置する際は、緩傾斜とするなど十分な配慮を

するとともに、工事中に生じる濁水については濁水防止等の措置を実施するなど必要に応

じて、生物の生息環境に影響を与えないよう配慮する。また、それ以外の区間については、

生物の生息環境の現状を保全することを基本とするが、河川の状況に応じ必要な対策を実

施する。

ⅲ人々が水辺に親しめる川づくり

川沿いの土地利用状況への配慮や計画づくりと維持管理について地域住民との連携･協

働を基本とし、必要に応じて、階段護岸、広場、散策路等の整備や周辺景観を生かした河

川整備を行う。本圏域の県管理河川においては、布留川北流に親水施設の整備を行う。

ⅳ美しい河川風景づくり

｢良好なまちづくり｣という観点から、関係自治体や地域住民と連携し、地域社会の意見

形成に配慮しながら、各河川の個性を活かした川づくりを総合的に実施するものであり、

河川空間が地域と調和した美しい風景を有するオープンスペースとなるよう取り組みを進

める。特に、地域の歴史的な要素を活かした河川整備については、歴史的風土保存地区な

ど優れた景観を有する区域を流下する河川のうち、治水の整備と重なる区間を最優先に整

備を行う。さらに、これまでに改修を行った区間も対象とし、有識者の意見を聴きながら、

歴史的背景を有する箇所を抽出し、拠点的な整備を行うことについて検討を進める。本圏

域の県管理河川においては、大和川(初瀬川)、飛鳥川、米川では歴史的な景観に配慮した

整備を行う。特に、飛鳥川のうち明日香村栢森地区については、「神奈備の郷・川づくり

計画」に基づき、奥明日香の風土にふさわしい水辺景観の保全・創出を図る。
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図－４ 景観整備区間

②地域と一体となった川づくりに関する事項

本圏域には、大和川（初瀬川）、飛鳥川、布留川など、古来より人々の生活や歴史・文化

を支えてきた河川が多く、これらの河川を生活空間の一部としている地域住民だけでなく圏

域外の住民からも、その現状と対策に高い関心が寄せられている。この地域の個性を活かし、

地域から愛される魅力ある川とするために、以下の方針により、関係機関や地域住民と連携

･協働して川づくりを進める。

ⅰ川への関心の高揚

インターネットや各種キャンペーン、出前講座、ＰＲパンフレット等を通じて、河川に

関する様々な情報(各河川の歴史、河川事業の紹介、リアルタイムの河川水位等のデータ、

浸水実績図等)を継続的に提供し、行政と住民が情報を共有できるよう努めるとともに、

川に関する意見交換を行い住民と連携･協働した川づくりの促進に努める。

また、教育機関と連携して、河川環境について子供達の理解を深めることを通し、川へ

の関心を高め、地域から愛される川づくりを進めていく。具体的には、小学校の総合学習

へ職員の派遣や資材の提供を行い水生生物観察会(リバーウォッチング)の活動を支援する

ほか、川に関する学習への講師の派遣、情報紙(かっぱ通信)の配布などを行う。さらに、

地域住民や学校教育･生涯教育現場との意見交換の場として、出前講座やセミナー(川の達

人養成講座)を実施し、これらの活動を通し河川に関わる人材や組織の育成を進める。

新川新川



- 25 -

リバーウォッチング

ⅱ住民と連携･協働した川づくり

河川整備を実施するにあたり、住民との連携･協働を行う場として、流域懇談会など対

話集会の機会を継続的に設け、整備の計画、実施、維持管理のそれぞれの場面において住

民意見が反映できるよう努める。また、県と市町村が協力して、地域に愛される美しく豊

かな公共空間の創造、さらには地域コミュニティーの活性化を図るため地域住民団体等が

自主的に行う清掃、除草及び緑化等の活動を支援する地域が育む川づくり事業等の河川愛

護団体支援策を推進する。

河川清掃(大和川)
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③河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項

本圏域内における流水の正常な機能を維持するため必要な流量の検討に向け、継続的な水

量等の観測を行い流況や水利用状況の把握に努める。また、関係部局と連携し、緑地の保全

や浸透施設の設置等により雨水浸透機能の保全又は向上を図る。今後は、健全な水循環の再

生を図るため、水資源の涵養及び農林部局等と連携した合理的な水利用などについて検討を

進める。

④洪水による災害の発生の防止又は軽減に関する事項

本圏域内の一級河川50河川のうち、河川の持つ重要度(水系の基幹となる河川)、近年10カ

年における浸水被害の状況、現状の洪水処理能力、氾濫が生じた場合の想定被害額の大きさ

を考慮し、優先的に整備する河川を選定するものとし、洪水流下型対策については、本圏域

の県管理河川のうち、大和川(初瀬川)、布留川北流、布留川南流、寺川、飛鳥川、米川及び

新川について計画的に整備する。また、洪水貯留型対策については、本圏域の県管理河川の

うち、中川に遊水地を計画的に整備するとともに、飛鳥川の明日香村栢森地区においては洪

水調節効果を有する河道の整備を行う。併せて、ため池の治水利用、雨水貯留浸透施設の設

置等の流域対策についても、国・市町村及び関係部局と連携し推進する。但し、優先的に整

備する河川については、今後の社会状況、自然環境、河道状況などの変化により、必要に応

じ、見直しを随時行うものとする。

さらに、優先的に整備を行う河川を含め圏域内の全河川について、予防的な対策として、

治水安全度を高めるための洪水流下阻害部の掘削等を緊急的に実施する。また、災害などの

状況に応じ必要な対策を講じるとともに治水機能の適切な維持管理に努めるほか、警戒避難

体制、水防管理体制の強化と必要な情報の住民への周知徹底を図る。

図－５ 治水整備区間
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